
阿賀野市総務課所管施設における自動販売機設置事業者募集要項 

 

阿賀野市総務課所管施設に設置する自動販売機について、設置事業者を次のと

おり募集します。なお、応募多数の場合は、抽選で設置事業者を決定します。 

 

１ 対象施設名、自動販売機種別及び設置予定台数等 

番

号 
施 設 名 

自動販売機 

種別 台数 規格（サイズ）単位：ｍ 

１ 市役所本庁 飲物 1台 H 1.83×W 0.99×D 0.74以内 

２ 
市役所本庁 

（障がい者団体枠） 
飲物 1台 H 1.83×W 0.87×D 0.74以内 

３ 京ヶ瀬支所 飲物 1台 H 1.83×W 0.99×D 0.74以内 

４ 笹神支所 飲物 1台 H 1.83×W 0.99×D 0.74以内 

  

２ 設置条件等  ①阿賀野市内の事業者であること。 

②あき缶等のゴミの回収を行うこと。 

③市税等の滞納がない事業者であること。 

④市役所本庁の障がい者団体枠の応募は、申込書に総会資料・

規約等、団体の活動内容が分かるものを添付すること。 

３ 使用料金   

品  目 缶・ペットボトル（清涼飲料） ヒーター付（清涼飲料） 

①

電

気

料

金 

メーター 

設置の場合 

 

月額電気使用料金＝（施設全体の月額電気料金―月額基本料金） 

    自動販売機の月間消費電力量 

    施設全体の月間消費電力量 

メーター 

未設置の場合 
2,000円/月 3,000円/月 

②売上額（税込） 売上額の１％（自主申告） 

請求額 合計（①＋②） 

 

４ 使用許可期間  令和８年４月１日から令和９年３月３１日 
          （ただし、最大３年まで更新することができます。） 
 

５ 申込み方法   所定の申込書を記入のうえ、総務課へ提出してください。 

        （申込書は総務課、各支所の窓口に用意してあります。また、

市ホームページからダウンロードできます。） 

 

６ 申込み期限   令和８年１月９日（金）正午まで 

 

７ 問い合わせ   阿賀野市役所 総務部 総務課 庶務係  

電話６２－２５１０ 内線２２４５ 
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